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平成 18 年６月市議会定例会提出案件 
 

提出案件 16 件 

条例案件  ５件 

議案 13 件 

単行案件  ８件 

報告案件 ３件 

 

Ⅰ 条例案件 

１ 会津若松市税条例の一部を改正する条例 

この案件は、地方税法の一部改正に伴い、所要の改正措置を講じようとするも

のです。 

 

 ⑴ 改正内容 

  ① 市たばこ税の税率について、1,000 本当たり 321 円（旧３級品については

1,000 本当たり 152 円）を引き上げることとした。 

② 障害者支援施設等の用に供する固定資産の非課税措置に伴い、必要な条文

の整備を行うこととした。 

③ 退職所得の分離課税に係る個人の市民税の所得割の税率を一律６％とする

こととした。 

④ 個人の市民税の所得割の税率を一律６％とすることとした。 

⑤ 個人の市民税の所得割の額から課税所得金額に応じ一定金額を控除するこ

ととした。 

⑥ 個人の市民税の所得割の額から住宅借入金等特別税額控除額を控除するこ

ととした。 

⑦ 個人の市民税の定率減税を廃止することとした。 

⑧ 損害保険料控除に替えて地震保険料控除を設けることとした。 

⑨ 個人の市民税の所得割に係る配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除にお

ける控除率を引き下げることとした。 

 

⑵ 施行期日等 

① ⑴①は平成 18 年７月１日から、⑴②は平成 18 年 10 月１日から、⑴③は平

成 19 年１月１日から、⑴④から⑦までは平成 19 年４月１日から、⑴⑧は平

成 20 年１月１日から、⑴⑨は平成 20 年４月１日から施行することとした。 

② 必要な経過措置を定めることとした。 
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２ 会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

この案件は、障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査会委員の報酬の額

を定めるため、所要の改正措置を講じようとするものです。 

 

 ⑴ 改正内容 

   障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査会委員の報酬の額を、日額２

万円とすることとした。 

 

⑵ 施行期日等 

① 公布の日から施行し、平成 18 年４月１日から適用することとした。 

  ② 必要な経過措置を定めることとした。 

 

３ 会津若松市職員の互助団体設置に関する条例の一部を改正する条例 

この案件は、会津若松地方広域市町村圏整備組合と会津地区広域事業組合との

統合に伴い、所要の改正措置を講じようとするものです。 

 

 ⑴ 改正内容 

   互助団体を構成する職員から会津地区広域事業組合職員を削ることとした。 

 

⑵ 施行期日 

  平成 18 年９月 1 日から施行することとした。 

 

４ 会津若松市手数料条例の一部を改正する条例 

この案件は、法律に基づく戸籍等の無料証明に関し、所要の改正措置を講じよ

うとするものです。 

 

 ⑴ 改正内容 

   無料証明について規定する法律に基づく戸籍等の証明手数料は、一律無料と

することとした。 

 

⑵ 施行期日 

 公布の日から施行することとした。 
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５ 会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

この案件は、地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正措置を講じようとする

ものです。 

 

 ⑴ 改正内容 

  ① 介護納付金分保険税の限度額を 9 万円に引き上げることとした。 

② 公的年金等特別控除として、所得金額から平成 18 年度は 13 万円を、平成

19 年度は７万円を控除することとした。 

 ③ 地方税法の一部改正に伴い、必要な条文の整備を行うこととした。 

 

⑵ 施行期日等 

① 公布の日から施行し、平成 18 年４月１日から適用することとした。ただ

し、⑴③については平成 19 年４月１日から施行することとした。 

② 必要な経過措置を定めることとした。 

 

 

Ⅱ 単行案件 

１ 福島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び福島県市

町村総合事務組合規約の変更について 

この案件は、会津若松地方広域市町村圏整備組合と会津地区広域事業組合との

統合に伴い、所要の措置を講じようとするものです。 

 

⑴ 変更内容 

   福島県市町村総合事務組合の構成団体から、会津地区広域事業組合を除くこ

ととした。 

  

⑵ 施行期日等 

福島県知事の許可のあった日から施行し、平成 18 年９月 1 日から適用する

こととした。 
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２ 障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査判定事務の受託について 

この案件は、磐梯町ほか 12 町村から障がい者等の介護給付費等の支給に関する

審査判定事務を受託することについて、所要の措置を講じようとするものです。 

 

⑴ 本市に事務を委託する町村 

   磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、

会津美里町、下郷町、桧枝岐村、只見町及び南会津町 

  

⑵ 事務の委託に関する規約の施行期日 

平成 18 年７月 1 日から施行することとした。 

 

３ 財産の取得について 

この案件は、大戸地区農道用地として、土地を取得しようとするものです。 

 

⑴ 取得物件 

  ① 所在 会津若松市大戸町石村、下雨屋、宮内及び上雨屋地内 

  ② 地目 公衆用道路 

 

⑵ 取得面積 

  14,111 平方メートル 

 

⑶ 取得金額 

  50,326,017 円 

 

⑷ 相手方 

  会津若松市中央三丁目 10 番 12 号 

会津若松地方土地開発公社 
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４ 財産の取得について 

この案件は、一ノ堰工業団地内幹線道路用地として、土地を取得しようとする

ものです。 

 

⑴ 取得物件 

  ① 所在 会津若松市門田町大字一ノ堰字村西地内 

  ② 地目 雑種地 

 

⑵ 取得面積 

  10,194.86 平方メートル 

 

⑶ 取得金額 

  433,082,009 円 

 

⑷ 相手方 

  会津若松市中央三丁目 10 番 12 号 

会津若松地方土地開発公社 

 

５ 財産の処分について 

この案件は、三本松地区宅地整備事業により造成された宅地を売払いしようと

するものです。 

 

⑴ 売払い物件 

  ① 所在 会津若松市北会津町水季の里地内 

  ② 地目 宅地 

 

⑵ 売払いの目的 

宅地分譲 

   

⑶ 売払い面積 

36,280.29 平方メートル 

   

⑷ 売払い金額 

  965,189,000 円 
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６ 会津若松市下水浄化工場改築工事及び会津若松市北会津北部浄化センター増

設工事委託協定の締結について 

この案件は、会津若松市下水浄化工場の改築及び会津若松市北会津北部浄化セ

ンターの増設を行うため、この工事に係る工事委託協定を締結しようとするもの

です。 

 

⑴ 契約の目的 

会津若松市下水浄化工場の改築及び会津若松市北会津北部浄化センターの増

設 

 

⑵ 契約金額 

  689,800,000 円 

 

⑶ 契約の概要 

 ① 会津若松市下水浄化工場 

   位置 会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂地内 

   内容 水処理施設改築工事  一式 

      汚泥処理施設改築工事 一式 

      汚泥処理棟耐震工事  一式 

② 会津若松市北会津北部浄化センター 

   位置 会津若松市北会津町真宮字大堀端地内 

   内容 水処理施設増設工事  一式 

      汚泥処理施設増設工事 一式 

 

⑷ 契約の方法 

  随意契約 

  

⑸ 契約の相手方 

東京都港区赤坂六丁目１番 20 号 

日本下水道事業団 
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７ 河東学園小学校屋内運動場新築工事請負契約の締結について 

この案件は、河東学園小学校屋内運動場を新築するため、この工事に係る工事

請負契約を締結しようとするものです。 

 

⑴ 工事名 

河東学園小学校屋内運動場新築工事 

 

⑵ 工事場所 

   会津若松市河東町南高野地内 

 

⑶ 契約金額 

298,725,000 円 

 

⑷ 工事の概要 

   構造 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)２階建１棟 

延べ面積 1,344.22 平方メートル 

 

⑸ 契約の方法 

  一般競争入札（制限付一般競争入札） 

 

⑹ 契約の相手方 

会津若松市米代一丁目４番 30 号 

秋山ユアビス建設株式会社 
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８ コミュニティプール新築工事請負契約の締結について 

この案件は、コミュニティプールを新築するため、この工事に係る工事請負契

約を締結しようとするものです。 

 

⑴ 工事名 

コミュニティプール新築工事 

 

⑵ 工事場所 

   会津若松市河東町南高野地内 

 

⑶ 契約金額 

378,525,000 円 

 

⑷ 工事の概要 

   構造 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）平家建１棟 

プール ステンレス可動床式プール 25 メートル６コース 

延べ面積 1,399.40 平方メートル 

 

⑸ 契約の方法 

  一般競争入札（制限付一般競争入札） 

 

⑹ 契約の相手方 

   会津若松市桧町１番 29 号 

   株式会社南会西部建設コーポレーション 

 

 

Ⅲ 報告案件 

１ 平成 17 年度会津若松市一般会計継続費繰越計算書について 

この案件は、さきに継続費として市議会の議決を経た河東学園小学校校舎・学

園センター新築事業について、継続費繰越計算書を調製したので報告するもので

す。 
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２ 平成 17 年度会津若松市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

この案件は、さきに繰越明許費として市議会の議決を経た舗装及び改良事業等

について、繰越明許費繰越計算書を調製したので報告するものです。 

 

３ 平成 17 年度会津若松市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書につい

て 

この案件は、さきに繰越明許費として市議会の議決を経た農業集落排水事業に

ついて、繰越明許費繰越計算書を調製したので報告するものです。 

 


